
 

 

平成22年10月27日 

神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部 

障害サービス課事業支援グループ 

 

夜間支援体制加算・夜間防災体制加算の警告について 

 

平成22年７月請求（６月サービス提供分）から、障害者自立支援給付支払等システ

ム（全国標準システム）の点検強化（第一段階）が実施されたところですが、平成23年

１月請求（平成22年12月サービス提供分）から点検強化（第二段階）が実施される予

定です。 

神奈川県内の共同生活介護事業所・共同生活援助事業所において、夜間支援体

制加算・夜間防災体制加算の請求について、警告が多く発生しております。第二段階

の点検強化において、次の警告はエラーへと移行しますのでご注意ください。 

 

エラーコード PA23：夜間支援体制加算の算定用件を満たしていません 

エラーコード PA89：夜間防災体制加算の算定用件を満たしていません 

 

この警告が発生している原因は、届け出ている対象人数と請求の対象人数が異な

っているためです。上記の警告が発生している事業所におかれましては、届出を行っ

た介護給付費等算定に係る体制に関する届出書を確認の上、請求情報を作成してく

ださい。 

なお、平成22年10月請求（９月サービス提供分）以降、PA２３及びPA８９の警告が

発生した事業所におかれましては、別紙連絡票に必要事項を記入の上、神奈川県保

健福祉局福祉・次世代育成部障害サービス課事業支援グループまでFAXしていただ

くようお願いいたします。 

 

夜間支援体制加算、夜間防災体制加算の対象利用者数については、平成19年2

月16日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「介護給

付費等の算定に関するQ＆A（VOL．２）について」問１（http://www.rakuraku.or.jp/shi

enhi/liblary/FileDir/CT7N52.pdf）を参照してください。※夜間支援体制加算対象利用者数

についての記載ですが、夜間防災体制加算にも準用されます。 

 

問い合わせ先 

神奈川県 保健福祉局 福祉・次世代育成部 

障害サービス課 事業支援グループ  

担当：松浦・為田・千葉 

電話：045-210-4732 FAX：045-201-2051 

＜神奈川県からのお知らせ＞ 

共同生活介護・共同生活援助の請求について 


